
ヤマト運輸は「クロネコDM便」「ネコポス」の「仕分け作業」や「配達員」
のパート社員、さらには「FC」「PSD」までも一斉に2024年1月末をもっ
て解雇しようとしています。その数は全国で数千人にのぼります。これ
は2024年問題や環境問題の名を借りた「使い捨て」「大リストラ」です。
全国の同じ境遇にある皆さんとともに、労働組合「建交労軽貨物ユニオ
ン」の力を借りて、ヤマト運輸と交渉しませんか？
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あなたがヤマト運輸へ求めることは何ですか？「このままヤマトで働き続けた
い。」「日本郵便に移っても同じ条件で働きたい。」「退職時の補償をもっと出してほ
しい。」私たちは解雇撤回＝雇用の継続を求めていますが、要求は人それぞれです。
軽貨物ユニオンはすで10月16日に本社との交渉を開始しています。あなた自身
の要求を聞かせて頂き、ヤマト運輸に対して労働組合の力（団体交渉権・ストラ
イキ権など）を使って、要求を実現しませんか？

ヤマト運輸は10月から解雇対象のパート社員に個別面談を行い、慰労金を支払う
代わりに2024年1月31日を期限とする「退社届」にサインをさせています。すで
にサインしてしまった方もまだサインしていない方も、それぞれ対処法をお伝え
します。詳しくはご相談ください。

UNITE!

あなたの要求をお聞かせください

職場には組合があるけれど…？

すでに退社届にサインしてしまった？

相談先はこちらです。
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私たちの労働組合は、この件で全国から多数の相談を受けており、すでに交渉に動
き出しています (裏面参照 )。ぜひ建交労軽貨物ユニオンにご相談ください。この問
題の専門の弁護士もおり、おひとりからでも加入できます。



契約解除・解雇撤回を求めるオンライン署名 建交労 軽貨物ユニオンが提出した要求書及び団体交渉の申し入れ書

署名サイトへは
こちらから


